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＜  午前１０時  開会  ＞  

 

教育長（松村光洋）  

本日は、山田委員より欠席の申し出がありましたので、ご報告いたします。

ただいまの出席数は５名で、定足数に達しております。よって会議は成立しま

すので、令和８年３月北名古屋市教育委員会会議を開会いたします。  

 

教育長（松村光洋）  

  日程第１、前議事録の承認を議題とします。  

  お諮りします。令和８年２月２０日及び３月６日並びに３月１３日の教育

委員会臨時会議の議事録を承認することにご異議ございませんか。  

 

  （全員「異議なし」の声あり）  

 

教育長（松村光洋）  

  全員異議なしと認め、前議事録は事務局原案のとおり承認することに決定い

たしました。各委員、署名をお願いします。  

 

  （教育長、各委員が前議事録に署名）  

 

教育長（松村光洋）  

  次に、日程第２、議事に移ります。  

  議案第９号、令和８年度北名古屋市教育委員会基本方針についてを議題と

します。事務局、説明をお願いします。  

 

教育部次長兼学校教育課長（高橋真人）  

  議案第９号、令和８年度北名古屋市教育委員会基本方針について、ご説明

申し上げます。令和８年度北名古屋市教育委員会基本方針を別紙のとおりと

する。令和８年３月３１日提出。提案理由、この案を提出するのは、北名古

屋市としての教育の基本方針を示す必要があるからでございます。この基本

方針は、２月４日に開催した令和７年度第２回北名古屋市総合教育会議にお

いて参考資料として提出し、委員の皆様には内容をご確認いただいておりま

す。さらに３月１８日に開催した令和７年度第３回北名古屋市社会教育委員

会において、生涯学習課とスポーツ課の分野のみ議案として提出し、議決を

いただいております。資料の１ページをお願いします。第３期北名古屋市教

育大綱に掲げられた８点の基本施策を掲載しています。この基本施策につい

て、学校教育課・生涯学習課・スポーツ課が関係する分野を取組の柱として

掲げています。２ページが学校教育課の内容です。１に基本方針として、児

童生徒の資質の育成を目標に掲げ、持続可能な社会の創り手を育む学校教育

を推進する旨を記載しております。２に第３期北名古屋市教育大綱の基本施
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策における学校教育課の分野として、①自らを高め、たくましく生き抜く力

の育成、②多様な人々と協働し社会の創り手となる人材の育成、③可能性を

伸ばす一人一人に適した教育支援の充実、④系統性のある子育て支援の充

実、⑤人と人がつながる地域とともにある学校づくりを取り上げています。

３の基本施策に係る取組として、⑴持続可能な社会の創りてとして自立し、

新たな価値を生み出していく力を育む取組、⑵多様性を尊重し、様々な選択

肢の中で一人一人の可能性を引き出し自分らしく生きる力を育む取組、⑶誰

もが幸せや生きがいを感じられるよう、健やかな体と心を育む取組、⑷子ど

もの意欲と教職員の働きがいを高める魅力的な学びの環境づくりを推進する

取組を柱として掲げ、それぞれ具体的な支援策や実施施策を項目立てし北名

古屋の学びの充実を図ります。学校教育課の説明は以上です。  

 

教育長（松村光洋）  

次に、生涯学習課の説明をお願いします。  

 

生涯学習課長（祖父江由美）  

  生涯学習課では、１に基本方針として、第３期北名古屋市教育大綱に定め

られた基本施策の実現に向け、生涯学習・文化芸術分野の具体的施策に取り

組みます。２の第３期北名古屋市教育大綱の基本施策における生涯学習課の

分野は、⑥生涯学び続けられる環境の充実、⑦ともに創り、育む文化芸術の

進展の二つです。３の基本施策に係る取組の柱は、第３期北名古屋市生涯学

習・文化芸術推進計画に掲げる基本目標の⑴幸福や生きがいを感じられる学

び、⑵ライフステージの変化に対応した学び、⑶読書活動の推進、⑷文化施

設の機能強化、⑸伝統や文化等の継承、⑹文化・芸術活動による豊かな心の

育成、⑺地域の豊かさの向上の七つとし、第３期生涯学習・文化芸術推進計

画に掲げる１０の施策を紐づけ、令和７年度に引き続き令和８年度も推進し

てまいります。  

 

教育長（松村光洋）  

次に、スポーツ課の説明をお願いします。  

 

スポーツ課長（渡辺進）  

  スポーツ課よりご説明します。１に基本方針として、子ども達の豊かなス

ポーツ環境の構築をはじめ、市民やスポーツ団体等のスポーツ活動を支援す

るために市民スポーツを推し進める施策として各種事業に取り組んでまいり

ます。２の第３期北名古屋市教育大綱の基本施策におけるスポーツ課の分野

につきましては、⑧楽しいスポーツ・レクリエーションの推進を掲げており、

自らの健康や人とのつながりを感じながら、スポーツを楽しむ機会を提供し

ます。３の基本施策に係る取組の柱について、⑴子どものスポーツ活動の充

実、⑵スポーツに関わる機会の創出、⑶スポーツ環境の構築、人材の育成、
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⑷スポーツ施設の環境整備と学校体育施設の有効活用を挙げております。以

上、令和８年度北名古屋市教育委員会基本方針の説明を終わります。ご審議

賜りますよう、よろしくお願いいたします。  

 

教育長（松村光洋）  

  ただいまの学校教育課、生涯学習課、スポーツ課の説明について、何かご

質問等ございませんか。  

 

（岡島委員、挙手）  

 

教育長（松村光洋）  

  岡島委員、お願いします。  

 

委員（岡島秀）  

  協働が強調されていますが、それぞれの生徒が自立的に自由に学べる観点

の文言がもう少しあるとよいと思います。  

 

教育部次長兼学校教育課長（高橋真人）  

  今後の考え方については、主体性を伸ばす取組を進めていきたいと思いま

すが、表現につきましては、このままとさせていただきます。  

 

教育長（松村光洋）  

  新しい学習指導要領のこともあるため、それを踏まえて今後の基本方針も

検討していく予定です。  

 

（平松委員、挙手）  

 

教育長（松村光洋）  

  平松委員、お願いします。  

 

委員（平松貴美子）  

  生涯学習課の⑵ライフステージの変化に対応した学びのリカレント教育推

進の推進とありますが、２月の資料中には事業費がありませんでした。どの

ようにリカレント教育の推進をするのでしょうか。また、スポーツ課の市広

報誌に入っていた「ふれあいスポーツクラブ」のチラシは、文字が小さく読

めませんでした。生涯学習課として、４月の時点で前期の取組や事業があれ

ば広報誌に併せてチラシを入れると、社会人のニーズを捕まえることができ

ると思います。また、ライフステージの変化に対応した学びのリカレント教

育なので、成人に対する積極的な働きかけや呼びかけの仕組みがほしいと思

います。スポーツ課では、⑴子どものスポーツ活動の充実について、幼児期
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に身体を動かす取組とありますが、資料を見ますと幼児が出てきません。幼

児期に身体を動かす取組は、来年度どのような事業を考えているのか教えて

ください。同じように人材の育成や指導者の育成についても教えてください。  

 

教育長（松村光洋）  

  リカレント教育について、生涯学習課長お願いします。  

 

生涯学習課長（祖父江由美）  

  リカレント教育の推進の事業費はありませんが、ホームページでの情報掲

載や広報で放送大学を掲載したり、学習情報のチラシを配架したりするなど

広報を中心に市民の方へ周知しています。プラットホームについては、以前、

４月頃に生涯学習情報の冊子を作成していましたが、費用が掛かり、４月に

冊子発行となると講座の予定が決まっていないことから未定の情報が多くな

り、周知に準備期間がかかるため行っていません。市ホームページの文化・

スポーツに情報をまとめていますので、そちらをご利用いただきたいと存じ

ます。  

 

委員（平松貴美子）  

  結局、ホームページがメインとなってしまいます。ホームページに一括し

て掲載するだけではなく、４月のタイミングに合わせてＳＮＳなど様々なメ

ディアを活用した広報の仕組みを考えるとよいと思います。  

 

教育長（松村光洋）  

  スポーツ課長、お願いします。  

 

スポーツ課長（渡辺進）  

  幼児期に身体を動かす取組については、５才から小学生までの子どもを対

象にした「スポーツであ～そぼ」を意識しています。走る・跳ぶ・投げるの

動作を中心として運動遊びを楽しめるスポーツを過去４回、シチュエーショ

ンを変えながら工夫を凝らして行いました。未就学児の子どもが大変多く参

加している状況にあります。指導者の育成については、市町村から委嘱され

たスポーツ推進委員が北名古屋市に２６名います。３月の障害物リレーは、

スポーツ推進委員が企画運営を行いました。指導者としての意識が一層高ま

り、市のスポーツ振興にも寄与できたと思っています。  

 

委員（平松貴美子）  

  「スポーツであ～そぼ」は年１回ですが、幼児期は生涯にわたる身体的発

育の基礎が形成される重要な時期であるため、地域で何かきっかけを作るよ

うにしていただきたいです。  
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教育長（松村光洋）  

  小学校と幼保との連携を強化する懸け橋プログラムがあります。形だけで

はなく実践しながらスポーツ課や生涯学習課とリンクさせて来年度から展開

していきたいと考えています。  

 

委員（平松貴美子）  

  確認事項として、教育委員会基本方針の資料をいただきましたが、それぞ

れの項目の具体的な内容や関連性、詳細が把握できませんでした。愛知県の

教育方針とも関連しているとお聞きしましたが、全体像と各項目を教育委員

に対して説明していただく機会はありませんか。  

 

教育部長（安井政義）  

  本市の教育大綱につながる計画として、３課がそれぞれ振興計画を策定し

ており、事務事業として事業費を計上します。２月の総合教育会議の中で詳

しく説明できればよいのですが、時間を設けることができませんでした。令

和８年度の基本方針を審議いただいていますが、令和７年度の事務事業につ

いて、効果と課題を検証する外部評価委員会を７月に開催します。お時間が

許せば、その会議を傍聴していただくと理解が深まると思いますので、別途

ご案内させていただきます。  

 

教育長（松村光洋）  

  外部評価委員会のご案内をさせていただきます。その他、よろしいでしょ

うか。  

 

（諸星委員、挙手）  

 

教育長（松村光洋）  

  諸星委員、お願いします。  

 

委員（諸星明彦）  

  教育委員の意見により修正は可能でしょうか。  

 

 

教育長（松村光洋）  

  教育委員の意見により、この場で書き換えができるものと、今後に生かし

ていくものがあります。  

 

委員（諸星明彦）  

  総合教育会議でも話をしましたが、今年はアジア大会の開催年であります
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ので、本市のスポーツの普及・推進に係る事業を展開してほしいです。ま

た、学校教育課の３基本施策に係る取組の柱の⑴から⑷の記載があります

が、句点の記載なしで表記を揃えてはいかがでしょうか。  

 

教育長（松村光洋）  

  学校教育課の分野については、事務局、修正をお願いします。ご指摘の箇

所を修正し、本日、承認を得た後に、学校へ速やかに通知します。  

  お諮りいたします。議案第９号について、ご異議ございませんか。  

 

  （全員「異議なし」の声あり）  

 

教育長（松村光洋）  

  全員異議なしと認め、議案第９号、令和８年度北名古屋市教育委員会基本

方針については、承認されました。  

次に、議案第１０号、北名古屋市図書館の設置及び管理に関する条例施行

規則の一部改正についてを議題とします。事務局、説明をお願いします。  

 

図書館長（川口照恵）  

  議案第１０号、北名古屋市図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の

一部改正についてご説明申し上げます。北名古屋市図書館の設置及び管理に

関する条例施行規則の一部を改正する規則を別紙のとおり定めるものとする。

令和８年３月３１日提出。提案理由、この案を提出するのは、図書資料と視

聴覚資料の貸出枠を分けることで、利用者の利便性の向上及び図書館資料の

有効活用を促進するため、本規則の一部を改める必要があるからでございま

す。新旧対照表をご覧ください。主な改正内容は、第１０条の貸出資料数に

なります。現在、館外貸出できる資料数は、ＣＤ５点まで、ＤＶＤ２点まで、

合計１０点以内としておりますが、令和８年４月１日から、図書１０点以内、

ＣＤ５点、ＤＶＤ２点以内、それぞれの貸出枠を合わせると、最大１７点の

貸出数に変更するものでございます。この規則の改正による施行期日は、令

和８年４月１日から施行するものでございます。以上簡単ではございますが、

説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

す。  

 

教育長（松村光洋）  

  ただいまの説明について、何かご質問等ございませんか。  

 

  （しばらくの間）  

 

教育長（松村光洋）  

  お諮りいたします。議案第１０号について、ご異議ございませんか。  
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  （全員「異議なし」の声あり）  

 

教育長（松村光洋）  

  全員異議なしと認め、議案第１０号、北名古屋市図書館の設置及び管理に

関する条例施行規則の一部改正については、承認されました。以上で議事を

終了します。  

 

教育長（松村光洋）  

続きまして、日程第３、報告に移ります。⑴教育長報告について、別紙を

ご覧ください。３月１３日の教育委員会臨時会議にご参集いただきありがと

うございました。３月１９日の小学校卒業式にご出席いただきありがとうご

ざいました。１３日を受けまして３月２７日に臨時校長会議を開催しました。

そして本日３１日の教育委員会会議です。以上で教育長報告とさせていただ

きます。  

 

教育長（松村光洋）  

  続きまして、⑵所管事項報告に移ります。はじめに、令和８年北名古屋市

議会第１回定例会について、事務局、説明してください。  

 

教育部長（安井政義）  

  議会資料をご覧ください。２月２０日から３月２３日まで３２日間、定例

会がありました。教育部からの議案はありません。補正予算で訓原中学校校

舎長寿命化改修事業で１５億１０８９万７千円を可決、令和８年度に行う工

事費になります。令和８年度一般会計予算は、市全体で３４４億５千万の内、

教育費が３０億７８２３万５千円です。２ページをご覧ください。一般質問

で無会派のひろた幸治議員から感情学習（ＳＥＬ）についての質問を受け、

高橋次長が答弁しました。３ページをご覧ください。３月２３日の全員協議

会にて、「北名古屋市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置

実施計画」について報告しました。説明は以上です。  

 

教育長（松村光洋）  

  ただいまの説明について、何かご質問等ございませんか。  

 

  （しばらくの間）  

 

教育長（松村光洋）  

  次に、令和７年度総合運動広場グランウンドの開放実証事業の利用状況に

ついて、事務局説明してください。  
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スポーツ課長（渡辺進）  

  令和７年度総合運動広場グラウンドの開放実証事業の利用状況について、

説明させていただきます。夏休みを除く５月１９日から１０月２７日まで、

１６時３０分から２時間枠で、訓原中学校の生徒を対象に総合運動広場グラ

ウンドの開放実証事業を行いました。社会体育施設の有効利用を図るととも

に、現在、訓原中学校校舎長寿命化改修工事に伴い運動場が手狭であること

から、訓原中学校から近傍にある総合運動広場グラウンドを比較的利用の少

ない日と生徒の下校時間の早い日を考慮し、月曜日に実施したものです。実

施日数が少ない中、雨天やＷＢＧＴで使用ができない日もありましたが、生

徒の運動機会の創出が多少なりできたと感じております。一枚目の資料には、

学年別利用人数や利用種目等を記載しております。次のページには、この開

放実証事業に関するアンケートを訓原中学校の生徒を対象に実施し、２９７

名の回答を頂き、回答率は８１％でした。アンケート結果の１ページをご覧

ください。Ｑ３「この開放実証事業を利用しましたか」の問いに、「利用し

た」が１３％にあたる４０人の利用がありました。２ページのＱ４「平日で

都合の悪い日はありますか」の問いに、３５％の１０３人が「都合の悪い日

があり」、Ｑ５で「それは何曜日ですか」の問いに、記載の回答となってお

ります。今回、実証事業を実施した月曜日に関しては、一番都合が悪くない

日となっております。３ページのＱ７「利用する上での課題は何ですか」の

問いに、「あまり関心がない」が４６％の３５人で一番多い結果となりまし

た。自由記述として、グラウンド開放について、様々なご意見をいただきま

したので、ご覧いただければと思います。なお、３月に入り少しずつ日が長

くなっておりますので、３月９日、１６日、２３日の３日間、開放を実施し

ました。令和８年度についても、継続して実施していきたいと考えておりま

す。説明は以上となります。  

 

教育長（松村光洋）  

  ただいまの説明について、何かご質問等ございませんか。  

 

（平松委員、挙手）  

 

教育長（松村光洋）  

  平松委員、お願いします。  

 

委員（平松貴美子）  

  実証事業のアンケート結果により、中学生の生の声が聞けたというのは、

今後につながる非常に有意義な成果だと思います。６５％が都合の悪い日は

ない、７５％が課題がないとありますが、都合が悪くなく、課題がないのに

運動に何故気持ちが向かないのかという疑問が出てきます。この取組が、全
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市民の健康維持のきっかけとなることを願っています。  

 

教育長（松村光洋）  

  その他、ご質問等よろしいでしょうか。  

 

  （しばらくの間）  

 

教育長（松村光洋）  

  次に、チーム対抗７５分耐久障害物リレー「きたなごや４５００秒」の開

催結果について、事務局、説明してください。  

 

スポーツ課長（渡辺進）  

  チーム対抗７５分耐久障害物リレー「きたなごや４５００秒」の開催結果

について報告させていただきます。３月８日、日曜日の午前９時から総合運

動広場グラウンドにおいて、大変風が強い日ではありましたが、３９チーム、

２４８人の参加をいただきました。次のページをご覧ください。協力者とし

て、スポーツ推進委員、学生ボランティアとして、西春高校、岩倉総合高校

並びに名古屋芸術大学の皆さんの協力をいただきました。１０協賛企業等と

して、２回目となる今回も市内企業や妙高市等の協賛をいただき、大会に華

を添えていただきました。次ページには、参加チーム名や参加人数を、その

裏面に当日の様子の写真を添付しております。最後に、参加者アンケートの

内容を添付しました。当日スターキャットの取材がありまして、スターキャ

ットの公式ＹｏｕＴｕｂｅで当日の模様をご覧いただけます。説明は以上に

なります。  

 

教育長（松村光洋）  

  今後もこの形で進めていくということでよろしいですか。  

 

スポーツ課長（渡辺進）  

  はい、そうです。スポーツ推進委員が企画され、前回の障害物リレーから

新たな障害物を用意しておりますので、市民の方に喜んでいただける企画を

続けていけたらと思っております。  

 

教育長（松村光洋）  

  新春チャレンジマラソンからランフェスタに変わり、障害物リレーに変わ

りましたが、スポーツの心は変わっておりません。限られた予算の中ではあ

りますが、スポーツ課を中心で続けていきたいと思っております。  

 

教育長（松村光洋）  

  次に、小学校における放課後の校庭開放について、事務局説明してくださ
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い。  

 

スポーツ課長（渡辺進）  

  小学校における放課後の校庭開放について、ご説明します。この文書は、

３月２３日付けで市内小学校の保護者の皆さんに送付しました。市教育委員

会では、小学５年生以上の児童を対象に学校と地域に関する意識調査を行っ

ており、その中で「放課後に小学校の校庭を開放してほしい」という要望が

寄せられていること、市長と市民の対話集会においても、市民から同様の意

見が届いております。放課後の校庭開放につきましては、見守りスタッフを

配置し、令和６年度に栗島小学校、令和７年度には、西春小学校・五条小学

校・栗島小学校の３校で行いましたが、事故や大きなケガもなかったことか

ら、令和８年度１学期は見守りスタッフを配置せず、栗島小学校を除く市内

小学校９校の校庭を平日の月曜日から金曜日までの内、各小学校の実情に合

わせ、授業終了後から各小学校が定める時間に校庭を開放するものです。２

学期以降は、１学期の状況を踏まえ、対応を考えていきたいと思います。な

お、栗島小学校は令和７年１１月より、児童館活動として月曜日から土曜日

まで校庭開放を実施しております。校庭開放の詳しい実施内容やルールにつ

きましては、４月に改めて各小学校から保護者の皆様へ案内します。説明は、

以上となります。  

 

教育長（松村光洋）  

  ただいまの説明について、何かご質問等ございませんか。  

 

（平松委員、挙手）  

 

教育長（松村光洋）  

  平松委員、お願いします。  

 

委員（平松貴美子）  

  すばらしい取組をされますが、現実問題としてケガをすると保健室へ行こ

うということになると思います。現場では、どんな対応をされるのでしょう

か。  

 

教育長（松村光洋）  

  ＮＰＯ団体による見守る者がいる場合のみの校庭開放では持続可能ではあ

りません。先生方の勤務時間の枠の中で行いますので、先生方が帰る時間に

施錠する形になります。月曜日から金曜日まで何かあった場合は配慮してい

ただこうと思っております。１学期に課題が出てきますので、検証し２学期

から進めていこうと思っております。今後は、勤務時間の枠外についても校

庭開放を考えています。また、夏季休業中は小学校では部活動がありません
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ので校庭開放したり、小学校では早朝にゲートボール場として開放し、子ど

もたちが登校する時間には「あいさつ運動」に参加していただいたりと考え

ております。  

 

教育部長（安井政義）  

  保護者と子どもたちにも公園と同じとの意識付けをしたいと考えています。

体を動かすことに繫げていきたいので、公共施設の有効活用や多機能化で使

用できるようにしていきたいと思っております。第一弾として校庭開放の実

証事業として保護者へ周知しました。ぜひ成功させたいと思っていますので、

よろしくお願いいたします。  

 

教育長（松村光洋）  

  教育委員さんも学校を見ていただくと議論ができるかと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。その他、ご質問等はよろしいでしょうか。  

 

教育長（松村光洋）  

  以上で、会議・行事等報告を終わります。  

  続きまして、日程第４その他に移ります。市職員の人事異動について、事

務局説明してください。  

 

教育部長（安井政義）  

  〇市職員の人事異動について説明  

 

教育長（松村光弘）  

  先に連絡事項について、事務局説明をお願いします。  

 

学校教育課主幹（水野正景）  

○令和７年度後期の教育委員報酬の振込みについて説明  

○令和８年度教職員辞令交付伝達式について説明  

○次回の教育委員会会議について説明  

 

 

教育長（松村光洋）  

それではここで、本日３月３１日も以って教育委員会を離れます渡辺スポ

ーツ課長からお言葉を頂きたいと思います。  

 

スポーツ課長（渡辺進）  

〇挨拶  
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教育長（松村光洋）  

  ありがとうございました。以上で、本日予定しておりました日程は、全て

終了しました。これをもちまして、本日の会議を閉会とします。ご協力あり

がとうございました。  

 

 

＜ 午前１１時２０分 閉会 ＞ 

 


